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め
に

　
『
辛
酉
紀
行
』
は
茶
道
流
派
・
遠
州
流
に
お
い
て
、
流
祖
で
あ
る
小
堀
政
一
（
一
五
七
九
〜
一
六
四
七
）（
以
下
、
遠
州
と
称
す
）
の
自
筆

本
が
現
存
す
る
著
作
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
紀
行
文
で
あ
る
。『
辛
酉
紀
行
』
に
関
す
る
研
究
を
辿
る
と
、『
辛
酉
紀
行
』
伝
本
に
二
つ

の
異
な
る
本
文
が
存
在
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
特
に
重
要
視
さ
れ
る
伝
本
と
し
て
、
鴻
池
家
旧
蔵
本
（
以
下
、
鴻
池
家
本
と
称
す
）

と
益
田
家
旧
蔵
本
（
以
下
、
益
田
家
本
と
称
す
）
が
存
在
す
る
。
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
は
明
治
維
新
ま
で
茶
道
流
派
・
遠
州
流
宗
家
で
あ

る
小
堀
家
に
伝
来
し
た
伝
本
で
あ
り
、
遠
州
流
十
二
代
家
元
で
あ
る
小
堀
宗
慶
氏
に
よ
っ
て
遠
州
自
筆
本
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
宗
慶
氏
は
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
に
確
認
で
き
る
本
文
異
同
か
ら
、
鴻
池
家
本
が
「
原
本
と
考
え
ら
れ
る
」
伝
本
で
あ
り
、
益
田
家
本

は
「
多
少
文
章
を
訂
正
し
た
」
伝
本
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
の
成
立
関
係
を
指
摘
す
る
に
あ
た
っ
て
、
先
行

研
究
に
お
い
て
論
拠
と
し
て
提
示
さ
れ
た
本
文
異
同
は
二
箇
所
の
み
で
あ
る
。
二
本
の
成
立
関
係
を
指
摘
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
推
考

す
る
。
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そ
こ
で
小
稿
で
は
遠
州
自
筆
本
と
指
摘
さ
れ
る
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
の
成
立
関
係
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
本
文
異
同
を
含
め
て
考
察
を
行
う
。
そ
し
て
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
に
確
認
で
き
る
本
文
異
同
の
み
を
考
察
し
て
も
、
二
本
の
成
立
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
二
本
間
に
確
認
で
き
る
本
文
異
同
の
内
容
か
ら
、
鴻
池
家
本
・
益
田

家
本
が
遠
州
自
ら
書
写
し
た
初
稿
本
と
改
稿
本
で
あ
る
可
能
性
は
低
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

な
お
小
稿
で
取
り
上
げ
る
テ
ク
ス
ト
は
伝
本
に
よ
っ
て
書
名
が
異
な
る
。
小
稿
で
は
国
文
学
研
究
資
料
館
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
統
一
書
名
よ
り
『
辛
酉
紀
行
』
を
用
い
る
。

一
、
遠
州
の
事
跡

　

遠
州
は
江
戸
時
代
前
期
の
大
名
で
あ
る
。
幼
名
は
作
介
、
道
号
に
大
有
・
宗
甫
、
庵
号
は
孤
篷
庵
。
近
江
国
坂
田
郡
小
堀
村
に
、
豊
臣
秀

長
（
一
五
四
〇
〜
一
五
九
一
）
に
仕
え
る
小
堀
正
次
（
一
五
四
〇
〜
一
六
〇
四
）
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
遠
州
は
初
め
父
正
次
に
従
い

豊
臣
に
仕
え
、
秀
長
・
秀
吉
の
死
後
は
徳
川
に
仕
え
た
。
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
の
父
の
死
後
家
督
を
継
ぎ
、
備
中
の
国
務
と
松
山
城
を

引
き
継
い
だ
。
そ
の
後
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
に
駿
河
国
府
中
城
天
守
閣
作
事
奉
行
を
勤
め
た
功
に
よ
り
、
従
五
位
下
・
遠
江
守
に
叙

任
さ
れ
、
以
後
「
遠
州
」
と
称
さ
れ
る
。
以
降
も
幕
府
の
作
事
奉
行
と
し
て
建
築
・
造
園
に
才
能
を
発
揮
し
た
。
ま
た
元
和
三
年
（
一
六
一

七
）
に
は
河
内
国
奉
行
を
兼
任
し
、
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
に
近
江
小
室
藩
に
移
封
さ
れ
、
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
に
近
江
国
奉
行
に

任
ぜ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
に
は
伏
見
奉
行
に
任
ぜ
ら
れ
、正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
二
月
に
没
す
る
ま
で
在
職
し
た
。

以
上
の
事
跡
な
ど
か
ら
、
遠
州
は
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
前
期
ま
で
を
生
き
抜
い
た
武
士
で
あ
っ
た
と
認
識
で
き
る
。
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ま
た
遠
州
は
茶
人
・
文
人
と
し
て
の
評
価
も
高
い
。
元
禄
一
五
年
（
一
七
〇
二
）
に
成
立
し
た
家
伝
・
系
譜
書
で
あ
る
『
藩
翰
譜
（
1
（

』
に
茶

人
・
文
人
と
し
て
の
遠
州
に
つ
い
て
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。「
む
か
し
公
方
慈
照
院
殿
、
茶
の
事
を
好
ま
せ
給
ひ
」
と
足
利
義
政
と
茶

の
湯
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
同
朋
衆
か
ら
村
田
珠
光
・
武
野
紹
鷗
・
千
利
休
・
古
田
織
部
と
い
っ
た
茶
の
湯
の
本
流
を
成

し
た
人
々
に
つ
い
て
挙
げ
、「
政
一
又
古
田
が
第
一
の
門
人
な
り
、
其
道
の
事
は
云
ふ
に
及
は
ず
」
と
遠
州
が
そ
の
流
れ
を
く
む
茶
人
で
あ

る
こ
と
を
強
調
し
、
以
下
の
よ
う
に
続
け
る
。

手
能
く
書
き
、
歌
よ
み
、
眼
高
く
、
書
画
万
の
器
珍
、
悉
く
其
鑑
定
を
待
て
世
の
価
を
高
下
す
、
さ
れ
ば
水
よ
り
出
し
氷
、
藍
よ
り
出

る
青
色
、
世
々
の
先
達
を
超
過
し
て
、
上
中
下
の
も
て
な
し
譬
を
取
る
に
言
葉
な
し
、

遠
州
の
書
つ
ま
り
筆
蹟
に
関
し
て
、
定
家
様
の
上
手
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、『
万
宝
全
書
』「
本
朝
古
今
名
公
古
筆
諸
流　

定
家

流
（
2
（

」
の
項
に
遠
州
の
名
が
確
認
で
き
る
。
定
家
様
は
藤
原
定
家
を
祖
と
す
る
書
風
で
あ
り
、
武
野
紹
鷗
が
茶
会
の
床
飾
り
に
用
い
て
以
来
茶

道
に
お
い
て
尊
重
さ
れ
て
き
た
。
遠
州
も
定
家
の
書
を
収
集
し
、
茶
会
の
床
飾
り
に
用
い
て
い
た
。
さ
ら
に
は
冷
泉
為
頼
（
一
五
九
二
〜
一

六
二
七
）
に
定
家
様
を
学
び
（
（
（

、
そ
の
筆
蹟
は
定
家
の
書
と
見
ま
が
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
逸
話
（
4
（

も
語
ら
れ
る
。
ま
た
和
歌
に
つ
い
て
も
後

水
尾
天
皇
（
一
五
九
六
〜
一
六
八
〇
）
撰
と
伝
わ
る
『
集
外
三
十
六
歌
仙
』
に
選
出
さ
れ
る
な
ど
、
一
定
の
評
価
を
受
け
て
い
た
よ
う
で
あ

る
（
5
（

。
さ
ら
に
遠
州
は
茶
道
具
の
選
定
に
際
し
て
、
和
歌
の
歌
意
に
よ
る
銘
い
わ
ゆ
る
歌
銘
を
つ
け
、
銘
の
由
来
と
な
っ
た
和
歌
を
定
家
様
で

箱
書
し
た
。
遠
州
が
歌
銘
と
定
家
様
の
箱
書
に
よ
っ
て
次
第
を
調
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
名
の
茶
道
具
に
名
物
と
し
て
の
新
た
な
由
緒
が

生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
遠
州
に
よ
る
茶
道
具
の
目
利
き
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、『
大
正
名
器
鑑
（
6
（

』
に
掲
載
さ
れ
た
茶
入
の
お
よ

そ
半
数
に
遠
州
の
箱
書
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
ま
た
遠
州
に
よ
る
茶
道
具
の
選
定
に
つ
い
て
、
深
谷
信
子
氏
は
以
下
の

よ
う
に
指
摘
し
て
い
る（
（
（

。
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平
時
に
な
っ
て
、
武
家
の
饗
応
の
た
め
に
、
茶
匠
が
目
利
し
た
大
量
の
茶
道
具
が
要
求
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
絶
対
的
な
数

が
足
り
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
。
遠
州
は
、
畿
内
の
数
寄
者
達
と
そ
う
し
た
時
代
の
文
化
的
要
望
と
、
実
現
に
つ
い
て
模
索
を
続

け
、
室
町
将
軍
の
御
物
、
紹
鷗
・
利
休
の
由
緒
を
持
つ
名
物
、
新
唐
物
道
具
や
王
朝
文
学
の
文
物
等
の
蒐
集
を
熱
心
に
行
っ
た
。
さ
ら

に
国
焼
茶
陶
・
和
物
の
工
芸
品
の
制
作
、
絵
師
・
庭
師
・
大
工
・
職
人
等
を
指
導
し
督
励
し
て
も
い
た
。（
中
略
）
唐
物
で
荘
厳
さ
れ

て
い
た
書
院
に
、
茶
匠
第
一
人
者
の
遠
州
の
目
利
に
よ
っ
て
、
日
本
人
の
手
に
な
る
道
具
を
提
供
す
る
こ
と
は
急
務
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
へ
と
安
定
し
た
世
の
中
に
移
行
し
て
い
く
中
で
、
武
士
に
求
め
ら
れ
た
の
は
武
力
で
は
な
く
文
化
的
素
養
で
あ
っ

た
。
遠
州
の
茶
道
や
書
・
和
歌
は
単
な
る
趣
味
で
は
な
く
、
江
戸
幕
府
確
立
期
に
お
け
る
武
士
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
考
す
る
。

　

遠
州
の
死
後
、
大
名
家
と
し
て
の
小
堀
家
は
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
小
堀
正
方
（
七
代
宗
友
、
一
七
四
二
〜
一
八
〇
三
）
の
代
に
改
易

と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
に
小
堀
正
寿
（
六
代
宗
延
、
一
七
三
四
〜
一
八
〇
五
）
の
子
で
あ
る
小
堀
正
優
（
八
代

宗
中
、
一
七
八
六
〜
一
八
六
七
）
に
よ
っ
て
小
堀
家
が
再
興
さ
れ
、
改
易
の
際
に
親
族
に
引
き
取
ら
れ
て
い
た
遠
州
以
来
の
諸
道
具
も
戻
さ

れ
た（
（
（

。
現
在
、
遠
州
流
十
三
代
家
元
小
堀
宗
実
氏
（
一
九
五
六
〜
）
が
茶
道
家
と
し
て
の
小
堀
家
を
継
い
で
い
る
。

二
、『
辛
酉
紀
行
』
の
概
要

　
『
辛
酉
紀
行
』
は
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
九
月
二
十
二
日
に
江
戸
を
出
発
し
、
十
月
四
日
に
京
に
着
く
と
い
う
十
三
日
間
の
東
海
道
の

旅
を
書
い
た
紀
行
文
で
あ
る
。
書
名
は
現
存
す
る
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
を
も
っ
て
確
認
す
る
こ
と
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が
で
き
る
。

　

•

「
関
東
道
記
」

　

•

「
小
堀
遠
州
侯
道
記
」

　

•

「
小
堀
政
一
紀
行
」

　

•

「
あ
つ
ま
よ
り
の
道
の
き
」

ま
た
成
立
年
次
に
つ
い
て
、新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は「
成
立
年
：
元
和
七
年
」と
あ
る
。『
群
書
解
題
』（
井
上
豊
氏
執
筆
項
（
（
（

）は
、

『
辛
酉
紀
行
』十
月
四
日
条
の「
是
ま
で
旅
の
向
後
の
つ
れ
〳
〵
な
る
ま
ゝ
に
、な
に
な
ら
ぬ
お
か
し
き
こ
と
ど
も
筆
に
ま
か
せ
侍
る
。
今
は
ゝ

や
お
ほ
や
け
事
な
ど
さ
し
つ
ど
ひ
て
、
き
の
ふ
の
う
き
も
恋
し
き
程
に
お
ぼ
え
て
都
に
入
ぬ
」
と
い
う
記
述
か
ら
「
旅
中
書
き
綴
っ
た
も
の

ら
し
い
」
と
指
摘
す
る
。
ま
た
遠
州
流
十
二
代
家
元
で
あ
る
小
堀
宗
慶
氏
が
『
小
堀
遠
州
東
海
道
旅
日
記
上
り
下
り
』（
以
下
、『
旅
日
記
』

と
称
す
（
（1
（

）
に
お
い
て
「
こ
の
上
り
旅
日
記
の
書
か
れ
た
年
が
、遠
州
が
四
十
三
歳
の
時
（
筆
者
注
：
元
和
七
年
）
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
指
摘
か
ら
『
辛
酉
紀
行
』
の
成
立
年
次
は
元
和
七
年
で
あ
る
と
周
知
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

　

ま
た
『
辛
酉
紀
行
』
が
遠
州
の
著
作
で
あ
る
と
い
う
認
定
は
、『
遠
州
蔵
帳
』
な
ど
の
遠
州
が
所
蔵
し
た
茶
道
具
の
目
録
に
、
遠
州
筆
と

記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
根
拠
で
あ
ろ
う
。『
辛
酉
紀
行
』
を
記
載
す
る
遠
州
の
蔵
品
目
録
の
う
ち
最
も
古
い
伝
本
は
、
茶
道
流
派
・
遠
州

流
宗
家
が
所
蔵
し
て
い
る
『
秘
蔵
奇
財
帳
』（
以
下
、『
奇
財
帳
』
と
称
す
）
で
あ
る
。
小
堀
宗
慶
氏
「
遠
州
所
蔵
道
具
目
録
考
（
（（
（

」
に
一
部
影

印
お
よ
び
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
翻
刻
に
よ
る
と
『
辛
酉
紀
行
』
は
「
巻
物
之
部
」
に
「
一
、
道
之
記
宗
甫
」
と
い
う
品
名
で
記
載
さ

れ
て
い
る
。
宗
慶
氏
は
『
奇
財
帳
』
に
つ
い
て
「
こ
の
奇
財
帳
の
筆
者
は
そ
の
筆
跡
及
び
状
態
か
ら
二
代
大
膳
宗
慶
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
」

と
遠
州
の
嫡
男
小
堀
正
之
（
二
代
宗
慶
、
一
六
二
〇
〜
一
六
七
四
）
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
目
録
で
あ
る
と
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
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い
る
。遠

州
嗣
子
備
中
守
宗
慶
が
父
遠
州
生
存
中
の
其
の
意
を
体
し
て
作
成
し
た
も
の
か
、
遠
州
没
後
小
堀
家
子
孫
に
残
す
意
図
で
書
し
た
も

の
か
は
判
明
せ
ぬ
が
、
遠
州
所
持
道
具
の
内
よ
り
秘
蔵
し
永
代
伝
え
る
諸
道
具
を
書
き
抜
い
た
台
帳
で
あ
る
事
は
間
違
い
な
い
。

つ
ま
り
遠
州
の
後
を
継
い
だ
正
之
の
代
に
は
す
で
に
、『
辛
酉
紀
行
』
が
遠
州
自
筆
の
著
作
で
あ
り
、
小
堀
家
に
お
い
て
代
々
継
承
さ
れ
る

べ
き
秘
蔵
物
と
し
て
み
な
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
『
辛
酉
紀
行
』
の
特
色
と
し
て
、『
群
書
解
題
』
に
は
「
洒
落
け
の
多
い
流
暢
な
文
章
で
、
狂
歌
調
の
勝
つ
た
和
歌
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
よ
み

こ
ん
で
あ
つ
て
、
近
世
風
の
特
色
が
見
え
る
。
文
章
で
も
和
歌
で
も
掛
詞
の
技
巧
に
と
く
に
興
味
を
よ
せ
て
い
る
」
と
あ
る
。
加
え
て
『
辛

酉
紀
行
』
に
は
『
古
今
和
歌
集
』『
新
古
今
和
歌
集
』
等
に
収
載
さ
れ
る
和
歌
の
引
用
や
『
伊
勢
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
王
朝
文
学
を
踏

ま
え
た
記
述
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。
井
上
宗
雄
氏
は
「
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ッ
ク
と
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
紀
行
文
の
基
調
が
、
ま
さ
し
く
古
典
・

古
歌
を
背
負
っ
た
雅
文
体
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。」
と
指
摘
す
る（
（1
（

。
ま
た
小
堀
遠
州
流
十
五
代
家
元
で
あ
る
小
堀
宗
通
氏
は
「
彼
の

王
朝
文
学
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
理
解
と
素
養
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
他
の
文
学
と
異
り
極
め
て
気
楽
な
態
度
で
記
さ
れ
て
い

る
だ
け
に
、
一
層
そ
の
感
を
深
く
す
る
。」
と
述
べ
る（
（1
（

。
森
蘊
氏
は
以
上
の
よ
う
な
『
辛
酉
紀
行
』
の
特
色
か
ら
「
も
と
よ
り
日
記
と
い
う

も
の
は
、
他
人
に
読
ま
せ
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
な
の
に
、
遠
州
の
場
合
は
読
者
を
意
識
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
ど
こ
か
に
一
つ

の
芸
術
作
品
を
残
す
の
だ
と
い
う
思
慮
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る（
（1
（

。
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三
、
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
に
つ
い
て

　

以
下
、
小
稿
で
取
り
上
げ
る
伝
本
で
あ
る
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
誌
・
伝
来
等
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
鴻
池

家
本
と
益
田
家
本
は
遠
州
自
筆
本
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
伝
本
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
の
所
蔵
者
が
不
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
本
の
調
査

を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
後
述
す
る
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
二
つ
の
原
本
を
調
査
し
た
上
で
の
考
察
は
行
わ
れ

て
い
な
い
。
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
ど
ち
ら
も
影
印
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
原
本
は
現
在
ま
で
伝
来
し
て
い
る
と
推
考
さ
れ
る
。
小
稿
で

は
、
鴻
池
家
本
に
つ
い
て
は
小
堀
宗
慶
氏
『
旅
日
記
』、
益
田
家
本
に
つ
い
て
は
主
に
益
田
孝
・
高
橋
義
雄
編
『
遠
州
蔵
帳
図
鑑
』
に
収
載

さ
れ
た
影
印
及
び
そ
の
解
説
を
用
い
て
書
誌
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
鴻
池
家
本
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
小
堀
宗
慶
氏
『
旅
日
記
』
に
本
文
全
文
の
影
印
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
『
旅
日
記
』
以
外
に

鴻
池
家
本
の
影
印
を
収
載
す
る
図
録
等
は
存
在
し
な
い
。
以
下
、『
旅
日
記
』
に
確
認
で
き
る
影
印
お
よ
び
宗
慶
氏
の
解
説
か
ら
鴻
池
家
本

の
書
誌
に
つ
い
て
記
す
。

　

巻
子
本
一
巻
。
料
紙
に
天
界
二
本
、
地
界
一
本
を
引
く
。
内
題
は
な
し
。
外
題
お
よ
び
書
写
奥
書
に
つ
い
て
は
影
印
で
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
宗
慶
氏
に
よ
る
解
説
に
も
記
述
は
な
い
。
鴻
池
家
本
の
伝
来
に
つ
い
て
『
旅
日
記
』
に
は
「
明
治
維
新
の
際
、
小
堀
家
よ
り
出
て
、

一
種
の
巻
は
大
阪
鴻
池
家
に
」
と
あ
り
、
明
治
維
新
か
ら
暫
く
は
大
阪
鴻
池
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
以
降
の
伝
来
に
つ
い
て

は
明
確
で
は
な
い
が
、宗
慶
氏
に
よ
る『
旅
日
記
』「
後
記
」の
記
述
か
ら
一
九
三
八
年
に
は
小
堀
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

以
下
に
引
用
す
る
。
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小
堀
遠
州
の
東
海
道
旅
日
記
を
初
め
て
読
ん
だ
の
は
、
中
学
五
年
生
の
頃
だ
と
思
い
ま
す
。
丁
度
そ
の
頃
、
遠
州
家
の
書
、
定
家
様
の

勉
強
を
始
め
て
い
ま
し
た
の
で
、
父
の
許
し
を
得
て
家
蔵
の
書
を
熟
読
す
る
事
を
心
が
け
て
い
た
時
に
、
旅
日
記
に
出
逢
い
ま
し
た
。

な
お
現
在
の
所
蔵
者
は
不
明
で
あ
る
。

　

次
に
益
田
家
本
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
益
田
家
本
の
影
印
を
収
載
す
る
図
録
は
筆
者
が
確
認
し
た
限
り
、
出
版
年
の
古
い
も
の
か
ら
順
に

以
下
の
八
冊
が
存
在
す
る
。

①
『
遠
州
会
展
観
図
録
』
審
美
書
院
、
一
九
一
四

② 

益
田
孝
・
高
橋
義
雄
編
『
遠
州
蔵
帳
図
鑑
』
下
編　

宝
雲
社
、
一
九
三
八

③
『
遠
州
の
数
寄
』
根
津
美
術
館
、
一
九
七
八

④
『
大
名
茶
人
小
堀
遠
州
を
め
ぐ
る　

茶
道
美
術
工
芸
展
』
青
森
県
立
郷
土
館
、
一
九
八
六

⑤
『
芸
術
新
潮　

一
九
九
六
年
二
月
号
』
新
潮
社
、
一
九
九
六
年
一
月
二
十
日

⑥
『
特
別
展　

小
堀
遠
州
と
そ
の
周
辺

―
寛
永
文
化
を
演
出
し
た
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト

―
』
市
立
長
浜
城
歴
史
博
物
館
、
一
九
九
七

⑦
『
関
西
の
書
家
百
人
展　

併
催
／
「
小
堀
遠
州
の
書
」』
産
経
新
聞
社
、
一
九
九
八

⑧
『
小
堀
遠
州
「
綺
麗
さ
び
」
の
心
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
九

以
下
、
各
図
録
に
お
け
る
益
田
家
本
の
解
説
を
確
認
し
て
い
く
。
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①
『
遠
州
会
展
観
図
録
』
審
美
書
院
、
一
九
一
四

　

大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
十
月
十
日
〜
十
一
月
十
六
日
に
開
催
さ
れ
た
日
本
美
術
協
会
第
五
十
一
回
美
術
展
覧
会
附
設
遠
州
会
の
列
品
の

写
真
を
収
載
し
て
い
る
。
益
田
家
本
は
「
宗
甫
上
下
道
之
記
二
巻
」
と
い
う
品
名
で
下
り
の
記
と
と
も
に
収
載
さ
れ
て
お
り
、
所
蔵
者
は
益

田
鈍
翁
（
一
八
四
八
〜
一
九
三
八
）
と
あ
る
。
収
載
さ
れ
た
影
印
か
ら
は
、
冒
頭
（「
元
和
七
年
九
月
」）
か
ら
廿
三
日
条
の
途
中
（「
こ
ゆ

る
き
の
い
そ
と
い
ふ
と
も
と
す
る
人
の
寄
名
」）
ま
で
の
本
文
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
本
図
録
の
影
印
は
小
堀
宗
通
氏
『
小
堀
遠
州
東
海
道

紀
行
』（
村
松
書
館
、
一
九
八
五
）
の
口
絵
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
図
録
の
解
説
を
引
用
す
る
。

　
　

宗
甫
上
下
道
之
記
二
巻

　
　
　

其
一　

上
り
道
之
記
の
一
部
分　

高
九
寸
八
分

　
　
　

其
二　

下
り
道
之
記
の
一
部
分　

高　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京　

益
田
孝　

君
蔵

② 

益
田
孝
・
高
橋
義
雄
編
『
遠
州
蔵
帳
図
鑑
』
下
編
　
宝
雲
社
、
一
九
三
八

　
『
遠
州
蔵
帳
図
鑑
』
は
益
田
鈍
翁
・
高
橋
義
雄
（
一
八
六
一
〜
一
九
三
七
）
に
よ
っ
て
、「
遠
州
蔵
帳
」
と
称
さ
れ
る
遠
州
蔵
品
目
録
の
う

ち
「
最
も
正
確
と
称
す
べ
き
古
本
を
選
定
」
し
、
記
載
さ
れ
る
茶
道
具
を
「
寸
法
、
箱
書
附
、
附
属
品
等
ま
で
撮
影
し
て
」
作
成
さ
れ
た
図

鑑
で
あ
る
。
ま
た
発
行
さ
れ
た
一
九
三
八
年
は
益
田
鈍
翁
の
没
年
で
あ
る
。
明
治
維
新
の
際
に
益
田
鈍
翁
に
伝
来
し
た
益
田
家
本
は
、
鈍
翁

が
没
す
る
ま
で
益
田
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
と
推
考
で
き
る
。
収
載
さ
れ
た
影
印
か
ら
は
、
廿
二
日
条
（「
廿
二
日
朝
天
快
晴
」）
か
ら
廿
四

日
条
の
途
中
（「
相
雲
寺
を
過
て
あ
し
か
ら
の
山
に
か
ゝ
る
遠
」）
ま
で
の
本
文
が
確
認
で
き
る
。
外
箱
蓋
上
の
写
真
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
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解
説
に
箱
書
の
翻
刻
を
記
す
。
以
下
に
図
鑑
の
解
説
を
引
用
す
る
。

　
　
　

道
の
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　

男
爵
益
田
孝
蔵

　
　

寸
法

　
　
　

の
ほ
り

　
　
　
　

天
地　

九
寸
八
分

　
　
　
　

長　
　

壹
丈
八
尺
貳
寸
五
分

　
　
　

く
た
り

　
　
　
　

天
地　

九
寸
八
分

　
　
　
　

長　
　

壹
丈
八
寸

　
　

附
属
物

　
　
　

一
、
内
箱　

桐

　
　
　

一
、
外
箱　

杉
木
地

　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
　

宗
甫
筆
蹟

　
　
　
　
　
　

 

上
下
道
之
記　

箱
上
蓬
雪
筆　
　

貳
巻
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③
『
遠
州
の
数
寄
』
根
津
美
術
館
、
一
九
七
八

　

昭
和
五
三
年
（
一
九
七
八
）
秋
に
根
津
美
術
館
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
特
別
展
観
「
遠
州
の
数
寄
」
に
お
け
る
列
品
の
写
真
を
収
載
し
て

い
る
。
所
蔵
者
に
関
す
る
情
報
は
一
切
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
以
降
の
図
録
に
お
い
て
も
所
蔵
者
は
不
明
で
あ
る
。
外
箱
の
箱
書
は
小
堀
正

優
（
八
世
宗
中
）
に
よ
る
と
解
説
さ
れ
て
い
る
が
、詳
し
い
文
面
に
つ
い
て
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
収
載
さ
れ
た
影
印
か
ら
は
、冒
頭
（「
元

和
七
年
九
月
」）
か
ら
廿
五
日
条
の
途
中
（「
何
国
を
や
と
ゝ
さ
た
む
へ
き
方
も
な
し
」）
ま
で
の
本
文
が
確
認
で
き
る
。
以
下
に
解
説
を
引

用
す
る
。

2（　

道
の
記　

遠
州
筆　

上
下
二
巻

〔
寸
法
〕
各
竪
二
九
・
五
（
筆
者
注
・
単
位
は
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

〔
解
説
〕
元
和
七
年
九
月
二
十
二
日
遠
州
は
江
戸
を
発
し
て
十
月
四
日
京
都
に
着
く
が
、
上
り
の
記
は
こ
の
時
書
か
れ
た
も
の
で
、
下

り
の
記
は
寛
永
十
九
年
十
月
八
日
京
都
か
ら
江
戸
に
向
か
う
十
七
日
ま
で
の
九
日
間
の
記
録
を
詩
歌
を
添
え
て
日
記
形
式
で
書
い
た
紀

行
文
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
遠
州
自
筆
で
あ
り
、
外
箱
は
宗
中
筆
で
、『
遠
州
蔵
帳
』
所
載
の
も
の
で
あ
る
。

④
『
大
名
茶
人
小
堀
遠
州
を
め
ぐ
る
　
茶
道
美
術
工
芸
展
』
青
森
県
立
郷
土
館
、
一
九
八
六

　

昭
和
六
一
年
（
一
九
八
六
）
五
月
十
日
〜
二
五
日
に
青
森
県
立
郷
土
館
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
「
茶
道
美
術
工
芸
展
：
大
名
茶
人
小
堀
遠

州
を
め
ぐ
る
」
に
お
け
る
列
品
の
写
真
を
収
載
し
て
い
る
。
益
田
家
本
は
「
東
海
道
道
中
記
上
り
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
下
り
の
記
と
共
に

紹
介
さ
れ
て
お
り
、
下
り
の
記
の
解
説
に
「
こ
の
道
中
記
二
巻
を
見
る
と
、
遠
州
が
土
佐
日
記
や
東
下
り
な
ど
の
古
典
を
熟
読
し
て
い
た
こ

と
が
良
察
出
来
る
（
略
）」
と
あ
る
。
収
載
さ
れ
た
影
印
か
ら
は
、
冒
頭
（「
元
和
七
年
九
月
」）
か
ら
十
五
日
条
の
途
中
（「
何
国
を
や
と
ゝ
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さ
た
む
へ
き
方
も
な
し
」）ま
で
の
本
文
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
宗
政
五
十
結
氏「
近
世
前
期
に
お
け
る
古
典
享
受
」（『
定
家
様
』五
島
美
術
館
、

一
九
八
七
）
の
脚
注
に
影
印
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
解
説
を
引
用
す
る
。

164　

東
海
道
道
中
記
上
り
一
巻　

小
堀
遠
州
筆

元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
九
月
二
十
二
日
に
江
戸
を
出
発
し
、
同
十
月
四
日
に
京
都
に
入
洛
し
た
折
の
東
海
道
の
旅
行
記
で
、
天
気
の

具
合
や
和
歌
が
折
り
こ
ま
れ
た
、興
味
深
い
一
巻
で
あ
る
。「
道
の
記　

上
り
」と
い
い
な
ら
さ
れ
て
る
。
元
和
七
年
は
遠
州
四
十
三
歳
。

遠
州
蔵
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

⑤
『
芸
術
新
潮
　
一
九
九
六
年
二
月
号
』
新
潮
社
、
一
九
九
六
年
一
月
二
十
日

　
「【
特
集
】
謎
の
達
人
小
堀
遠
州　

第
四
章
〝
綺
麗
さ
び
〟
と
い
う
美
」（
構
成
・
粟
田
勇
）
に
お
い
て
、「
和
歌
と
書
を
通
じ
て
遠
州
の
王

朝
文
化
へ
の
傾
倒
が
見
事
に
結
晶
し
た
」
作
品
と
紹
介
さ
れ
、「
東
海
道
旅
日
記
」
と
題
さ
れ
る
。
収
載
さ
れ
た
影
印
か
ら
は
冒
頭
（「
元
和

七
年
九
月
」）
か
ら
廿
二
日
条
の
本
文
を
確
認
で
き
る
。
以
下
に
解
説
を
引
用
す
る
。

《
遠
州
筆　

東
海
道
旅
日
記
》
上
り
下
り
二
巻
の
う
ち　

縦
二
九
・
五
㎝

こ
の
旅
日
記
に
は
、
天
気
の
具
合
や
出
来
事
が
雅
な
書
体
と
流
麗
な
る
文
章
で
書
き
留
め
ら
れ
、
さ
ら
に
は
、
和
歌
や
詩
も
多
数
織
り

込
ま
れ
て
い
る
。『
伊
勢
物
語
』
や
『
土
佐
日
記
』
な
ど
の
引
用
や
本
歌
取
り
も
多
く
、
遠
州
が
平
安
文
学
に
深
く
親
し
ん
で
い
た
こ

と
を
窺
わ
せ
る
。
掲
載
し
た
の
は
、
元
和
七
年
、
遠
州
四
三
歳
の
年
に
書
か
れ
た
〝
上
り
〟
の
日
記
の
冒
頭
部
分
。

⑥
『
特
別
展
　
小
堀
遠
州
と
そ
の
周
辺

―
寛
永
文
化
を
演
出
し
た
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト

―
』
市
立
長
浜
城
歴
史
博
物
館
、
一
九
九
七
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長
浜
城
歴
史
博
物
館
に
お
い
て
一
九
九
七
年
十
月
二
十
四
日
〜
十
一
月
二
十
四
日
に
開
催
さ
れ
た
特
別
展
の
解
説
付
目
録
で
あ
る
。「
小

堀
遠
州
東
海
道
旅
日
記
上
り
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、『
旅
日
記
』
の
記
述
を
参
照
し
つ
つ
解
説
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
外
箱
の
箱
書
の
文
面
に

つ
い
て
も
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
記
述
か
ら
上
下
巻
と
も
に
内
箱
に
遠
州
の
三
男
で
あ
る
小
堀
権
十
郎
篷
雪
（
一
六
二
五
〜
一
六
九
四
）

の
箱
書
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
収
載
さ
れ
た
影
印
か
ら
は
冒
頭
（「
元
和
七
年
九
月
」）
か
ら
廿
四
日
条
の
途
中
（「
こ
す
え
い
ろ

〳
〵
に
」）
ま
で
と
、
十
月
三
日
条
（「
か
ら
さ
き
の
」）
か
ら
末
尾
ま
で
の
本
文
を
確
認
で
き
る
。
以
下
に
解
説
を
引
用
す
る
。

　
　
　

40
―
1　

小
堀
遠
州
東
海
道
旅
日
記　

上
り　
　

一
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

タ
テ　

二
九
・
五

小
堀
遠
州
の
旅
日
記
で
、
上
り
・
下
り
の
二
巻
か
ら
な
る
。「
上
り
」
は
、
遠
州
四
十
三
才
の
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
九
月
二
十
二

日
江
戸
を
た
ち
、
十
二
泊
十
三
日
し
て
京
都
に
着
く
ま
で
の
記
録
で
あ
る
。
こ
の
日
記
は
、『
遠
州
蔵
帳
』
に
は
「
道
の
記
」・「
道
行

の
巻
物
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
お
り
、『
群
書
類
従
』
に
は
「
辛
酉
紀
行
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
中
略　

筆
者
注
・
下
り
の
記
の
解
説
）

な
お
、「
上
り
」
に
つ
い
て
は
本
書
よ
り
前
に
書
か
れ
た
一
巻
が
存
在
し
、
小
堀
家
子
孫
に
よ
る
写
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。（
中
略
）
本

書
は
、
一
巻
ず
つ
箱
に
納
め
ら
れ
た
上
、
小
堀
権
十
郎
の
箱
書
が
あ
る
外
箱
に
二
巻
一
緒
に
収
納
さ
れ
る
。
小
堀
宗
慶
『
小
堀
遠
州
東

海
道
旅
日
記　

上
り　

下
り
』
に
全
文
掲
載
さ
れ
、
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
。

（
外
箱
蓋
ウ
ハ
書
）

上
下
道
之
記
／
宗
甫
筆
蹟
／
箱
上
書
篷
雪
筆
／
弐
巻
／
但
上
巻
之
箱
政
尹
／
下
巻
乃
箱
政
尹
／
上
箱
書
付
政
広
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⑦
『
関
西
の
書
家
百
人
展
　
併
催
／
「
小
堀
遠
州
の
書
」』
産
経
新
聞
社
、
一
九
九
八

　

一
九
九
八
年
一
月
三
日
〜
十
二
日
に
開
催
さ
れ
た
「
関
西
の
書
家
百
人
展
」
の
併
催
展
「
小
堀
遠
州
の
書
」
の
図
録
で
あ
る
。「「
東
海

道
旅
日
記
」
上
り
」
と
題
さ
れ
、
小
堀
宗
慶
氏
に
よ
る
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
。
な
お
解
説
の
文
面
は
④
『
大
名
茶
人
小
堀
遠
州
を
め
ぐ
る　

茶
道
美
術
工
芸
展
』
の
も
の
と
同
一
で
あ
る
。
収
載
さ
れ
た
影
印
か
ら
は
、
冒
頭
（「
元
和
七
年
九
月
」）
か
ら
廿
三
日
条
の
途
中
（「
き
く

河
の
里
を
過
」）
ま
で
の
本
文
を
確
認
で
き
る
。
以
下
に
解
説
を
引
用
す
る
。

元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
九
月
二
十
二
日
に
江
戸
を
出
発
し
、
同
十
月
四
日
に
京
都
に
入
洛
し
た
折
の
東
海
道
の
旅
日
記
で
、
天
気
の

具
合
や
和
歌
が
折
り
こ
ま
れ
た
興
味
深
い
一
巻
で
あ
る
。「
道
の
記
上
り
」と
い
い
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
元
和
七
年
は
遠
州
四
十
三
歳
。

「
遠
州
蔵
帳
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

⑧
『
小
堀
遠
州
「
綺
麗
さ
び
」
の
こ
こ
ろ
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
九

　

小
堀
宗
実
氏
「
小
堀
遠
州
の
茶
会
」
に
お
い
て
、
遠
州
が
藤
原
定
家
に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
『
辛
酉
紀
行
』
が
挙
げ

ら
れ
て
お
り
、
宗
実
氏
は
「「
道
の
記
」
は
定
家
の
「
明
月
記
」
を
範
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
収
載
さ
れ
た
影

印
か
ら
は
、
冒
頭
（「
元
和
七
年
九
月
」）
か
ら
廿
三
日
条
の
途
中
（「
き
く
河
の
里
を
過
」）
ま
で
の
本
文
を
確
認
で
き
る
。
以
下
に
解
説
を

引
用
す
る
。

道
の
記
（「
東
海
道
旅
日
記
」
上
り
）　

元
和
七
（
一
六
二
一
）
年
九
月
二
二
・
二
三
日
よ
り

元
和
七
年
九
月
二
二
日
に
江
戸
を
出
発
し
、
同
年
十
月
四
日
に
京
都
に
入
洛
し
た
お
り
の
遠
州
四
三
歳
の
旅
日
記
で
あ
る
。
こ
の
東
海

道
中
は
大
名
行
列
を
仕
立
て
て
の
旅
で
は
な
く
、
数
人
の
家
来
を
伴
と
し
た
心
安
い
も
の
で
、
旅
の
情
趣
を
楽
し
み
つ
つ
、
和
歌
や
詩
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を
織
り
ま
ぜ
た
楽
し
い
文
を
成
し
て
い
る
。
掲
載
部
分
は
冒
頭
二
二
日
・
二
三
日
の
項
。「
廿
二
日
、
朝
天
快
晴
、
午
後
許
武
蔵
国
江

戸
を
立
、
か
な
河
に
秉
燭
ほ
と
に
て
着
。
此
里
一
宿
、
と
も
た
ち
の
名
残
お
し
み
て
馬
の
は
な
む
け
す
。
…
…
」
と
続
く
。
こ
の
「
道

の
記
」
は
、
寛
永
一
九
年
（
一
六
四
二
）、
遠
州
六
四
歳
の
お
り
の
京
よ
り
江
戸
へ
の
十
日
間
の
道
中
記
（
下
り
）
と
共
に
、
上
下
二

巻
と
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
の
図
録
に
お
い
て
も
、
益
田
家
本
は
遠
州
自
筆
本
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
以
下
図
録
に
収
載
さ
れ
る
影
印

及
び
解
説
よ
り
益
田
家
本
の
書
誌
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

　

巻
子
本
一
巻
。
縦
二
九
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
料
紙
に
天
界
二
本
、
地
界
一
本
を
引
く
。
内
題
・
書
写
奥
書
な
し
。
下
り
の
巻（
（1
（

と
と
も

に
桐
の
内
箱
に
一
巻
ず
つ
、
杉
木
地
の
外
箱
に
二
巻
一
箱
に
納
め
ら
れ
る
。
遠
州
の
三
男
で
あ
る
小
堀
権
十
郎
篷
雪
お
よ
び
小
堀
正
優
（
八

世
宗
中
）
筆
と
さ
れ
る
箱
書
が
あ
る
。
益
田
家
本
の
伝
来
に
つ
い
て
『
旅
日
記
』
に
「
権
十
郎
蓬
雪
の
外
箱
で
下
り
の
巻
と
一
箱
に
な
っ
て
、

益
田
鈍
翁
に
伝
来
し
て
い
た
」
と
あ
り
、
益
田
鈍
翁
の
没
年
以
前
に
発
行
さ
れ
た
図
録
に
は
鈍
翁
所
蔵
と
あ
る
。
鈍
翁
没
後
の
所
蔵
者
に
つ

い
て
は
い
ず
れ
の
図
録
に
も
記
載
は
な
く
、
現
在
の
所
蔵
者
は
不
明
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
益
田
家
本
の
影
印
を
収
載
す
る
図
録
③
④
⑥
の
解
説
に
よ
る
と
、先
述
し
た
遠
州
の
嫡
男
正
之
筆
の
蔵
品
目
録
『
秘
蔵
奇
財
帳
』

に
記
載
さ
れ
る
「
道
之
記
」
は
益
田
家
本
の
こ
と
を
指
す
と
あ
る
。
鴻
池
家
本
に
つ
い
て
記
し
た
蔵
品
目
録
の
存
在
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い

が
、
小
堀
宗
慶
氏
「
遠
州
所
蔵
道
具
目
録
考
」
に
お
い
て
「
宗
実
（
筆
者
注
：
遠
州
流
三
代
）
筆
蹟
と
み
ら
れ
る
も
の
」
と
し
て
紹
介
さ
れ

る
『
持
退
長
持
器
財
帳
』「
和
」
項
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
確
認
で
き
る
。

　
　

一
、
道
之
記
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一
、
道
之
記

　
　

一
、
道
之
記　

く
た
り

三
点
目
の
道
之
記
に
「
く
た
り
」
と
注
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
三
点
目
は
下
り
の
紀
行
で
あ
る
寛
永
一
六
年
の
紀
行
で
あ
り
、
一
点

目
と
二
点
目
の
道
之
記
は
上
り
の
紀
行
で
あ
る
『
辛
酉
紀
行
』
と
推
考
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
記
載
さ
れ
る
二
つ
の
「
道
之
記
」
が

そ
れ
ぞ
れ
鴻
池
家
本
と
益
田
家
本
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
な
お
宗
慶
氏
に
よ
る
翻
刻
を
確
認
し
た
限
り
で
は
『
持
退
長
持
器
財

帳
』
に
記
載
さ
れ
る
「
道
之
記
」
に
遠
州
筆
の
注
記
は
な
い
。

　

ま
た
鴻
池
家
本
と
益
田
家
本
が
遠
州
自
筆
本
と
指
摘
さ
れ
る
根
拠
の
一
つ
に
、
定
家
様
で
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
先
述

し
た
よ
う
に
遠
州
は
定
家
様
の
書
き
手
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
て
お
り
、
主
に
和
歌
や
茶
道
に
関
わ
る
書
、
特
に
遠
州
に
よ
っ
て
選
定
さ

れ
た
茶
道
具
の
箱
書
等
に
そ
の
筆
蹟
を
確
認
で
き
る
。
ま
た
遠
州
の
定
家
様
は
、
遠
州
の
子
息
や
遠
州
の
茶
道
を
継
承
し
た
人
々
に
よ
っ
て

用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
遠
州
流
茶
道
宗
家
に
お
い
て
、
定
家
様
が
「
小
堀
家
の
字
」
と
し
て
重
要
視
さ
れ
、
代
々
の
家
元
に
よ
っ
て
現

在
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
十
三
代
家
元
小
堀
宗
実
氏
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る（
（1
（

。
つ
ま
り
定
家
様
は
遠
州
流
に
お
い
て
流
祖
遠
州
を

象
徴
す
る
筆
蹟
で
あ
り
、
ゆ
え
に
定
家
様
で
書
写
さ
れ
た
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
は
遠
州
自
筆
本
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

四
、『
辛
酉
紀
行
』
に
関
す
る
先
行
研
究

　

さ
て
『
辛
酉
紀
行
』
に
関
す
る
先
行
研
究
を
辿
っ
て
み
る
と
、
現
存
す
る
『
辛
酉
紀
行
』
伝
本
に
異
な
る
本
文
が
存
在
す
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
て
い
る
。
澤
島
英
太
郎
氏
は
「
小
堀
遠
州
の
研
究
（
（1
（

」
に
お
い
て
、元
和
年
間
に
お
け
る
遠
州
の
事
跡
を
示
す
も
の
と
し
て
『
辛
酉
紀
行
』
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を
挙
げ
、
横
井
時
冬
氏
著
『
小
堀
遠
州
（
（1
（

』
に
掲
載
さ
れ
た
本
文
の
冒
頭
を
掲
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
之
に
は
異
本
も
あ
つ
て
、
何
れ
が
正

し
い
の
か
、
寡
聞
の
筆
者
は
ま
だ
其
原
本
を
見
て
ゐ
な
い
の
で
今
判
り
か
ね
る
」
と
述
べ
、「
嘗
て
『
茶
道
』
と
い
う
小
誌
」
に
掲
載
さ
れ

た
本
文
を
挙
げ
て
い
る
。
澤
島
氏
は
「
随
分
前
出
の
と
ち
が
つ
て
ゐ
る
。
信
拠
す
べ
き
も
の
が
見
出
さ
れ
た
ら
、
遠
州
の
文
学
を
考
へ
る
上

に
興
味
の
あ
る
も
の
と
思
は
れ
る
」
と
述
べ
る
に
留
ま
り
、
二
つ
の
本
文
に
関
す
る
考
察
は
行
っ
て
い
な
い
。

　

澤
島
氏
が
挙
げ
た
二
つ
の
『
辛
酉
紀
行
』
本
文
の
成
立
関
係
を
考
察
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
井
上
宗
雄
氏
「
小
堀
遠
州
の
文
学
（
（1
（

」
が
挙

げ
ら
れ
る
。
井
上
氏
は
遠
州
の
作
品
の
一
つ
と
し
て
『
辛
酉
紀
行
』
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
『
辛
酉
紀
行
』
に
「
か
な
り
異
な
る
二

系
統
の
本
文
が
あ
る
こ
と
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
」
と
し
て
、
前
掲
し
た
澤
島
氏
の
論
考
を
引
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
澤
島
氏
が
掲
出

し
た
二
つ
の
『
辛
酉
紀
行
』
本
文
の
後
者
を
甲
系
統
、
前
者
を
乙
系
統
と
し
て
、
現
存
す
る
十
本
の
『
辛
酉
紀
行
』
伝
本
を
分
類
し
て
い
る
。

ま
た
二
つ
の
本
文
に
確
認
で
き
る
本
文
異
同
か
ら
、そ
の
成
立
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
以
下
に
井
上
氏
の
論
考
を
引
用
す
る
。

甲
乙
二
系
統
の
存
在
を
ど
う
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
乙
系
統
に
つ
い
て
い
う
と
、
自
筆
と
伝
え
る
龍
大
本
が
あ
り
、
天
理
・
内

閣
両
本
も
自
筆
本
（
或
は
き
わ
め
て
そ
れ
に
近
い
本
）
を
写
し
た
と
思
わ
れ
る
感
が
す
る
。
片
玉
集
（
遠
州
作
）
本
の
識
語
に
も
自
筆

本
の
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
。
次
に
甲
系
統
に
つ
い
て
は
、
片
玉
集
（
玄
旨
作
）
本
の
識
語
に
よ
る
と
、
古
写
本
が
あ
り
、
幽
斎
作
と

伝
承
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
や
は
り
古
い
時
代
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
内
容
に
つ
い
て
い
う
と
、
前
か
ら
四
分
の
三
は

両
系
統
間
か
な
り
相
違
し
、終
り
の
方
は
そ
ん
な
に
違
わ
な
い
。
相
違
点
で
注
意
さ
れ
る
所
を
い
う
と
、第
一
に
、既
掲
冒
頭
部
分
（
筆

者
注
：
廿
二
日
条
）
で
、
甲
系
統
で
は
短
い
中
に
「
う
ま
の
は
な
む
け
」
と
い
う
語
が
二
個
所
出
て
く
る
。
乙
系
統
は
一
個
所
で
す
な

わ
ち
推
敲
さ
れ
た
感
じ
で
あ
る
。
次
に
廿
六
日
の
記
事
が
、
甲
で
は
「
そ
れ
よ
り
河
原
に
出
る
」
と
あ
る
が
、
乙
で
は
「
そ
れ
よ
り
あ

べ
河
に
出
る
」
と
あ
り
、
他
の
部
分
の
記
事
か
ら
推
測
す
る
と
固
有
名
詞
を
出
す
方
が
自
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
を
削
る
こ
と
は
考
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え
に
く
い
。

─
長
々
と
論
証
す
る
の
は
退
屈
で
あ
ろ
う
か
ら
、
結
論
だ
け
い
う
と
、
甲
が
初
稿
本
で
、
乙
が
改
稿
（
完
成
）
本
で
は

あ
る
ま
い
か
。
そ
う
い
う
風
に
読
む
と
、
異
文
の
所
は
大
体
納
得
し
う
る
の
で
あ
る
。

井
上
氏
は
次
の
三
点
か
ら
、
乙
系
統
に
は
遠
州
の
自
筆
本
が
存
在
し
た
と
指
摘
す
る
。

　

•

自
筆
と
伝
え
ら
れ
る
龍
大
本
が
存
在
す
る
こ
と

　

•

定
家
様
で
書
写
さ
れ
た
天
理
本
・
内
閣
本
が
存
在
す
る
こ
と

　

•

『
片
玉
集
』（
遠
州
作
）
の
識
語
に
遠
州
自
筆
本
が
存
在
し
た
と
あ
る
こ
と

ま
た
甲
系
統
の
本
文
に
つ
い
て
次
の
二
点
か
ら
「
古
い
時
代
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

　

•

片
玉
集
玄
旨
紀
行
本
の
識
後
に
古
写
本
が
存
在
し
た
と
あ
る
こ
と

　

•

片
玉
集
玄
旨
紀
行
本
が
「
幽
斎
作
」
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

さ
ら
に
井
上
氏
は
二
つ
の
本
文
間
に
確
認
で
き
る
本
文
異
同
か
ら
、
甲
系
統
が
初
稿
本
で
あ
り
乙
系
統
が
そ
の
改
稿
（
完
成
）
本
で
あ
る
と

述
べ
る
。
つ
ま
り
異
な
る
二
つ
の
『
辛
酉
紀
行
』
本
文
は
ど
ち
ら
も
遠
州
に
よ
っ
て
著
作
さ
れ
た
本
文
で
あ
り
、
遠
州
自
身
の
手
に
よ
っ
て

甲
系
統
の
本
文
が
改
稿
さ
れ
て
乙
系
統
の
本
文
が
成
立
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
遠
州
を
流
祖
と
す
る
茶
道
流
派
・
遠
州
流
十
二
代
家
元
小
堀
宗
慶
氏
に
よ
っ
て
、
小
堀
家
に
伝
来
し
て
い
た
遠
州
自
筆
本
と
し
て

鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
と
い
う
二
本
の
『
辛
酉
紀
行
』
伝
本
が
紹
介
さ
れ
た
。
宗
慶
氏
は
鴻
池
家
本
の
一
部
影
印
と
翻
刻
を
お
さ
め
た
『
旅

日
記
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

遠
州
自
筆
の
旅
日
記
上
り
の
巻
に
、
原
本
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
、
多
少
文
章
を
訂
正
し
た
も
の
と
、
二
稿
が
存
在
す
る
。
何
れ
も
小

堀
家
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
明
治
維
新
の
際
、
小
堀
家
よ
り
出
て
、
一
種
の
巻
は
大
阪
鴻
池
家
に
、
他
の
一
種
の
巻
は
、
権
十
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郎
篷
雪
の
外
箱
で
下
り
の
巻
と
一
箱
に
な
っ
て
、
益
田
鈍
翁
に
伝
来
し
て
い
た
。
両
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
巻
を
備
さ
に
見
る
と
、
ほ

と
ん
ど
同
文
で
あ
る
が
、
鴻
池
家
所
蔵
巻
が
先
に
書
か
れ
、
益
田
家
巻
は
文
章
を
前
後
さ
せ
て
読
み
や
す
く
し
て
あ
り
、
ま
た
、
内
容

を
や
や
詳
し
く
述
べ
た
り
省
略
し
た
り
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
の
で
、
鴻
池
家
本
を
第
一
稿
、
益
田
家
本
を
第
二
稿
と
し
、

宗
慶
氏
が
遠
州
自
筆
本
と
し
て
紹
介
す
る
鴻
池
家
本
は
、
井
上
氏
が
甲
系
統
に
分
類
し
た
本
文
を
持
ち
、
益
田
家
本
は
乙
系
統
の
本
文
を
持

つ
伝
本
で
あ
る
。
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
本
文
を
持
つ
遠
州
自
筆
本
の
存
在
は
、
二
つ
の
本
文
に
確
認
で
き
る
本
文

異
同
が
遠
州
自
身
の
手
に
よ
る
改
稿
で
あ
る
と
い
う
井
上
氏
の
指
摘
を
裏
付
け
る
。ま
た
宗
慶
氏
も
二
本
間
に
確
認
で
き
る
本
文
異
同
か
ら
、

鴻
池
家
本
の
本
文
が
「
原
本
と
考
え
ら
れ
る
も
の
」
で
あ
り
、益
田
家
本
の
本
文
は
「
多
少
文
章
を
訂
正
し
た
も
の
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　

ま
た
日
下
幸
男
氏
は
「
文
化
人
大
名
の
東
海
道
下
向

―
小
堀
遠
州
『
辛
酉
紀
行
（
11
（

」』
に
お
い
て
、
宗
慶
氏
の
『
旅
日
記
』
に
つ
い
て
取

り
上
げ
て
い
る
。
日
下
氏
は
『
辛
酉
紀
行
』
に
つ
い
て
「
一
般
に
は
信
ず
べ
き
本
文
が
入
手
し
に
く
い
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
、『
旅

日
記
』
に
「
遠
州
自
筆
本
の
本
文
が
収
め
ら
れ
て
、
状
況
が
変
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
」
と
鴻
池
家
本
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に

鴻
池
家
本
と
益
田
家
本
の
成
立
関
係
に
つ
い
て
、
宗
慶
氏
の
論
考
を
引
用
し
つ
つ
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
以
下
に
引
用
す
る
。

両
者
を
比
較
す
れ
ば
、
確
か
に
お
お
よ
そ
鴻
池
家
本
よ
り
益
田
家
本
の
方
が
整
理
さ
れ
、
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
冒
頭
部

分
の
「
午
時
許
に
む
さ
し
の
江
戸
を
立
。
し
た
し
き
人
々
の
こ
こ
か
し
こ
馬
の
餞
す
と
て
、
申
時
許
品
河
の
里
を
い
て
て
、
い
そ
き
け

れ
と
も
酉
時
許
に
神
奈
河
里
に
着
」
と
「
午
時
許
武
蔵
国
江
戸
を
立
。
か
な
河
に
秉
燭
ほ
と
に
て
着
」
を
比
較
し
て
も
明
ら
か
な
事
で

あ
る
。
文
章
の
練
り
具
合
か
ら
し
て
成
立
の
順
序
は
や
は
り
鴻
池
家
本
→
益
田
家
本
か
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
『
辛
酉
紀
行
』
に
関
す
る
先
行
研
究
を
辿
っ
て
み
る
と
、
現
存
す
る
『
辛
酉
紀
行
』
伝
本
に
存
在
す
る
二
つ
の
異
な
る
本

文
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
関
係
を
指
摘
す
る
研
究
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
特
に
遠
州
流
宗
家
で
あ
る
小
堀
家
に
伝
来
し
た
鴻
池
家
本
と
益
田
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家
本
の
二
本
は
、
遠
州
自
筆
本
か
つ
初
稿
本
と
改
稿
（
完
成
）
本
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
現
在
『
辛
酉
紀
行
』
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
重

要
な
伝
本
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

五
、
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
間
に
確
認
で
き
る
本
文
異
同
に
つ
い
て

　

先
述
し
た
記
述
と
重
複
す
る
箇
所
も
あ
る
が
、
改
め
て
先
行
研
究
に
お
け
る
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
の
成
立
関
係
に
関
す
る
指
摘
を
整
理

す
る
。
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
は
二
本
の
間
に
確
認
で
き
る
本
文
異
同
か
ら
、
鴻
池
家
本
が
初
稿
本
、
益
田
家
本
が
改
稿
本
で
あ
る
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
鴻
池
家
本
と
益
田
家
本
は
ど
ち
ら
も
遠
州
自
筆
本
と
さ
れ
る
伝
本
で
あ
り
、
本
文
の
改
稿
は
遠
州
自
身
の
手
に
よ
る
と

指
摘
さ
れ
る
。

　

以
下
、
先
行
研
究
に
お
い
て
論
拠
と
し
て
提
示
さ
れ
る
本
文
異
同
の
み
で
は
、
二
本
の
成
立
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
る
、
鴻
池
家
本
が
初
稿
本
で
あ
り
益
田
家
本
が
そ
の
改
稿
本
で
あ
る
と
い
う
成
立

関
係
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
は
考
え
に
く
い
本
文
異
同
が
確
認
で
き
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
な
お
益
田
家
本
は
影
印
に
よ
っ
て
本
文
全
文
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
益
田
家
本
と
同
じ
本
文
を
持
つ
国
立
公
文
書
館
蔵
内
閣
文
庫
本
を
用
い
て
本
文
を
確
認
す
る
。
内

閣
文
庫
本
は
益
田
家
本
と
同
じ
く
定
家
様
で
書
写
さ
れ
た
巻
子
本
で
あ
り
、
ま
た
本
文
の
行
取
り
・
字
母
の
選
択
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、

益
田
家
本
の
転
写
本
で
あ
る
と
推
考
さ
れ
る
伝
本
で
あ
る
。
以
下
に
簡
単
な
書
誌
を
示
す
。

　

巻
子
本
一
巻
。
表
紙
題
簽
に
「
小
堀
遠
州
侯
道
記
」、
内
題
な
し
。
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
七
月
、
幕
府
の
書
物
奉
行
で
あ
っ
た
石

井
至
穀
（
一
七
七
八
〜
一
八
六
一
）
の
朱
筆
に
よ
る
注
記
・
校
訂
が
あ
る
。
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さ
て
先
行
研
究
に
お
い
て
、鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
の
成
立
関
係
を
指
摘
す
る
論
拠
と
し
て
提
示
さ
れ
る
本
文
異
同
は
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

　

⑴
廿
二
日
条
全
体

　

⑵
廿
六
日
条
「
河
原
」
と
「
あ
べ
河
」

ま
ず
⑴
の
本
文
異
同
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
以
下
に
先
行
研
究
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
廿
二
日
条
の
本
文
を
引
用
す
る
。
な
お
以
降
の
本
文

引
用
に
お
い
て
異
同
が
確
認
で
き
る
箇
所
に
は
傍
線
を
付
す
も
の
と
す
る
。

〈
鴻
池
家
本
〉

酉
九
月
廿
二
日
天
快
晴
午
時
許
ニ
む
さ
し
の
江
戸
を
立
し
た
し
き
人
〳
〵
の
こ
ゝ
か
し
こ
馬
の
餞
す
と
て
申
時
許
品
河
の
里
を
い
て
ゝ

い
そ
き
け
れ
と
も
酉
時
許
ニ
神
奈
河
里
ニ
着
此
所
に
一
宿
秉
燭
ほ
と
に
又
と
も
た
ち
の
名
残
お
し
み
て
馬
の
餞
す
と
て
酒
肴
小
壺
に
茶

を
入
文
添
て
を
こ
せ
た
り
そ
の
返
事
取
集
た
る
言
種
い
ひ
や
る
次
ニ
別
と
い
ふ
心
を

　

か
へ
り
こ
む
と
ち
き
る
も
あ
た
し
ひ
と
こ
ゝ
ろ
さ
た
め
な
き
世
の
定
め
な
き
身
に

永
夜
も
燈
に
向
ひ
て
聴
鶏
鳴
し
も
ひ
と
共
の
聲
し
て
う
ち
し
は
ふ
き
て
夜
も
は
や
曙
な
む
と
い
ふ
を
き
ゝ
て
旅
行
別
後
朝
思
と
い
ふ
こ

と
を

　

日
数
経
は
す
え
は
宮
こ
や
ち
か
ゝ
ら
む
別
物
う
き
昨
日
け
ふ
哉

と
書
て
使
ハ
返
し
ぬ

〈
益
田
家
本
〉
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元
和
七
年
九
月
廿
二
日
朝
天
快
晴
午
時
許
武
蔵
国
江
戸
を
立
か
な
河
に
秉
燭
ほ
と
に
て
着
此
里
一
宿
と
も
た
ち
の
名
残
お
し
み
て
馬
の

は
な
む
け
す
と
て
く
た
物
酒
さ
か
な
小
壺
に
ち
や
な
と
入
文
そ
へ
て
を
こ
せ
た
り
其
返
事
し
た
ゝ
め
つ
か
は
し
け
る
次
て
に
別
と
い
ふ

こ
ゝ
ろ
を

　

か
へ
り
こ
む
と
ち
き
る
も
あ
た
し
人
こ
ゝ
ろ
さ
た
め
な
き
世
の
さ
た
め
な
き
身
に

又
旅
行
別
後
朝
思
と
い
ふ
心
を

　

日
数
経
は
す
え
は
宮
古
や
ち
か
ゝ
ら
む
別
も
の
う
き
昨
日
け
ふ
哉

次
に
、
廿
二
日
条
に
確
認
で
き
る
本
文
異
同
に
関
す
る
先
行
研
究
の
指
摘
を
以
下
に
引
用
す
る
。

•

井
上
宗
雄
氏
「
小
堀
遠
州
の
文
学
」

甲
系
統
（
筆
者
注
・
鴻
池
家
本
）
で
は
短
い
中
に
「
う
ま
の
は
な
む
け
」
と
い
う
語
が
二
箇
所
で
て
く
る
。
乙
系
統
（
筆
者
注
・
益
田

家
本
）
は
一
箇
所
で
、
す
な
わ
ち
推
敲
さ
れ
た
感
じ
で
あ
る
。

•

小
堀
宗
慶
氏
『
小
堀
遠
州
東
海
道
日
記
上
り
下
り
』

第
二
稿
の
書
き
出
し
は
、（
中
略
・
益
田
家
本
廿
二
日
条
の
本
文
）
と
な
っ
て
、
第
一
稿
（
筆
者
注
・
鴻
池
家
本
）
と
比
較
す
る
と
内

容
は
ほ
ど
ん
ど
同
じ
で
、
文
章
が
簡
略
に
な
っ
て
読
み
や
す
い
。

•

日
下
幸
夫
氏
「
文
化
人
大
名
の
東
海
道
下
向

―
小
堀
遠
州
『
辛
酉
紀
行
』」

お
お
よ
そ
鴻
池
家
本
よ
り
益
田
家
本
の
方
が
整
理
さ
れ
、
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
冒
頭
部
分
の
「
午
時
許
に
む
さ
し
の
江
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戸
を
立
。
し
た
し
き
人
々
の
こ
こ
か
し
こ
馬
の
餞
す
と
て
、
申
時
許
品
河
の
里
を
い
て
て
、
い
そ
き
け
れ
と
も
酉
時
許
に
神
奈
河
里
に

着
」
と
「
午
時
許
武
蔵
国
江
戸
を
立
。
か
な
河
に
秉
燭
ほ
と
に
て
着
」
を
比
較
し
て
も
明
ら
か
な
事
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
先
行
研
究
も
、
鴻
池
家
本
の
本
文
よ
り
益
田
家
本
の
本
文
が
推
敲
・
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
特
に
井
上
氏
は
「
う
ま

の
は
な
む
け
」
と
い
う
語
に
注
目
す
る
。
鴻
池
家
本
で
は
短
い
間
に
二
箇
所
に
「
う
ま
の
は
な
む
け
」
が
存
在
す
る
の
に
対
し
益
田
家
本
で

は
一
箇
所
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
推
敲
さ
れ
た
感
じ
で
あ
る
」と
指
摘
し
て
い
る
。し
か
し
鴻
池
家
本
の
二
箇
所
の「
う
ま
の
は
な
む
け
」

は
一
つ
目
が
品
川
の
里
、
二
つ
目
は
神
奈
河
の
里
に
お
け
る
出
来
事
で
あ
り
、
同
一
の
出
来
事
を
意
味
し
な
い
。
ま
た
本
文
異
同
が
確
認
で

き
る
箇
所
は
「
う
ま
の
は
な
む
け
」
の
み
で
は
な
く
、
江
戸
か
ら
神
奈
河
の
里
ま
で
の
道
中
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
以
下
に
引
用
す
る
。

し
た
し
き
人
〳
〵
の
こ
ゝ
か
し
こ
馬
の
餞
す
と
て
申
時
許
品
河
の
里
を
い
て
ゝ
い
そ
き
け
れ
と
も
酉
時
許
ニ

『
辛
酉
紀
行
』
は
本
文
全
体
を
通
し
て
道
中
の
地
名
や
出
来
事
を
詳
し
く
記
し
て
お
り
、
日
下
氏
が
「
ほ
ぼ
同
時
代
に
書
か
れ
た
三
条
西
実

や
石
川
忠
総
の
日
記
に
比
べ
て
格
段
に
多
い
」
と
指
摘
し
て
い
る（
1（
（

。
つ
ま
り
文
章
の
整
理
の
為
に
、「
品
河
の
里
」
と
い
う
地
名
を
含
め
た

江
戸
か
ら
神
奈
河
間
の
出
来
事
に
関
す
る
記
述
が
削
除
さ
れ
た
と
考
え
る
に
は
疑
問
が
残
る
。
ま
た
廿
二
日
条
全
体
に
確
認
で
き
る
本
文
異

同
か
ら
は
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
る
成
立
関
係
以
外
に
も
以
下
に
提
示
す
る
よ
う
な
成
立
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

•

益
田
家
本
の
本
文
に
詳
し
い
記
述
が
増
補
さ
れ
て
鴻
池
家
本
の
本
文
が
成
立
し
た
可
能
性
。

　

•

二
本
の
本
文
が
成
立
す
る
以
前
に
、
草
稿
と
い
え
る
テ
ク
ス
ト
が
存
在
し
た
可
能
性
。

つ
ま
り
先
行
研
究
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
廿
二
日
条
に
確
認
で
き
る
本
文
異
同
か
ら
は
、
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
の
成
立
の
先
後
関
係
を
断

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
推
考
す
る
。
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次
に
⑵
の
本
文
異
同
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
以
下
に
廿
六
日
条
の
当
該
箇
所
を
引
用
す
る
。

〈
鴻
池
家
本
〉

　

住
な
れ
し
や
と
は
葎
に
と
ち
ら
れ
て
秋
風
通
ふ
庭
の
蓬
生

そ
れ
よ
り
河
原
に
出
る
木
枯
の
杜
な
か
め
や
り
て

〈
益
田
家
本
〉

　

住
な
れ
し
や
と
ハ
む
く
ら
に
と
ち
ら
れ
て
秋
風
通
ふ
庭
の
よ
も
き
ふ

そ
れ
よ
り
あ
べ
河
に
出
る
木
枯
の
も
り
を
な
か
め
や
り
て

廿
六
日
条
府
中
に
お
い
て
和
歌
を
詠
ん
だ
後
、
鴻
池
家
本
で
は
「
そ
れ
よ
り
河
原
に
出
る
」
と
あ
る
記
述
が
益
田
家
本
で
は
「
そ
れ
よ
り
あ

べ
河
に
出
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
井
上
氏
は
「
他
の
部
分
の
記
事
か
ら
推
測
す
る
と
固
有
名
詞
を
出
す
方
が
自
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
を

削
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
鴻
池
家
本
で
一
般
名
詞
で
あ
っ
た
記
述
が
、
益
田
家
本
で
固
有
名
詞
と
な
っ
て
い

る
の
は
本
文
全
体
を
通
し
て
こ
の
一
箇
所
の
み
で
あ
る
。
ま
た
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
ど
ち
ら
に
も
、
廿
九
日
条
に
「
細
き
河
あ
り
」
と
い

う
固
有
名
詞
を
用
い
な
い
記
述
が
存
在
す
る
。
さ
ら
に
廿
六
日
条
の
宿
を
出
発
す
る
際
の
記
述
が
、
鴻
池
家
本
で
は
「
立
蒲
原
」、
益
田
家

本
で
は
「
此
里
を
出
て
」
と
な
っ
て
お
り
、
益
田
家
本
に
お
い
て
必
ず
し
も
固
有
名
詞
を
用
い
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
な
お
宿
を

出
発
す
る
際
の
記
述
に
つ
い
て
、
他
の
記
事
を
確
認
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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〈
鴻
〉　　
　
　
　
〈
益
〉

　
　

廿
三
日　

立
神
奈
河　
　
　

か
な
河
を
立

　
　

廿
四
日　

立
小
田
原　
　
　

小
田
原
を
立

　
　

廿
五
日　

立
三
嶋　
　
　
　

三
嶋
を
立

　
　

廿
七
日　

岡
邊
を
出
て　
　

岡
邊
を
出
て

　
　

廿
八
日　

見
付
を
出
て　
　

見
付
を
出
て

益
田
家
本
の
「
此
里
を
出
て
」
と
い
う
記
述
の
み
、
固
有
名
詞
を
用
い
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
井
上
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
固

有
名
詞
を
出
す
方
が
自
然
」
と
す
る
な
ら
ば
、
鴻
池
家
本
が
改
稿
で
あ
る
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
先
行
研
究
に
お
い
て
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
の
成
立
関
係
を
指
摘
す
る
論
拠
と
し
て
提
示
さ
れ
る
二
点
の
本
文
異
同
か
ら

は
、
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
の
成
立
の
先
後
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
指
摘
で
き
る
。

　

続
い
て
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
る
鴻
池
家
本
が
初
稿
本
、
益
田
家
本
が
改
稿
（
完
成
）
本
で
あ
る
と
い
う
成
立
関
係
に
よ
っ
て
生

じ
た
と
は
考
え
に
く
い
本
文
異
同
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
当
該
箇
所
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

　

⑴
廿
九
日
条
吉
田
の
里
に
お
け
る
出
来
事

　

⑵
神
無
月
一
日
条
に
お
け
る
敬
語
の
有
無

　

⑶
和
歌
の
異
同

ま
ず
⑴
廿
九
日
条
吉
田
の
里
に
お
け
る
出
来
事
の
異
同
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
以
下
に
当
該
箇
所
の
記
述
を
引
用
す
る
。
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〈
鴻
池
家
本
〉

　

ゆ
め
と
て
も
よ
し
や
吉
田
の
さ
と
な
ら
む
覚
て
う
つ
ゝ
も
う
き
旅
の
道

此
所
の
城
守
こ
と
に
我
親
き
ひ
と
な
れ
ハ
立
寄
て
對
面
せ
む
事
を
い
ひ
や
る
城
守
例
な
ら
ぬ
に
よ
り
て
京
へ
と
い
ふ
そ
こ
を
過
て
橋
を

渡
て
こ
さ
か
井
と
い
ふ
所
へ
至
ぬ

〈
益
田
家
本
〉

　

夢
と
て
も
よ
し
や
よ
し
田
の
里
な
ら
む
覚
て
う
つ
ゝ
も
う
き
旅
の
道

此
宿
に
し
る
ひ
と
の
あ
り
て
し
は
〳
〵
か
た
り
午
の
時
許
に
い
て
ゝ
橋
を
わ
た
り
て
こ
さ
か
い
と
い
ふ
所
に
い
た
る

鴻
池
家
本
の
記
述
で
は
、
遠
州
は
「
此
所
の
城
守
（
11
（

」
を
訪
ね
る
も
城
守
の
病
に
よ
っ
て
対
面
せ
ず
に
吉
田
の
里
を
過
ぎ
る
。
し
か
し
益
田
家

本
で
は
「
し
る
ひ
と
」
を
訪
ね
、
午
の
時
ま
で
吉
田
の
里
に
留
ま
っ
て
い
る
。
鴻
池
家
本
と
益
田
家
本
で
全
く
異
な
る
出
来
事
が
記
述
さ
れ

て
お
り
、
本
文
の
推
敲
に
よ
っ
て
生
じ
た
異
同
と
す
る
に
は
疑
問
が
残
る
。

　

続
い
て
⑵
神
無
月
一
日
条
に
お
け
る
敬
語
の
有
無
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
以
下
に
当
該
箇
所
の
記
述
を
引
用
す
る
。

〈
鴻
池
家
本
〉

此
国
の
か
み
の
御
も
と
へ
さ
し
て
い
ふ
へ
き
事
侍
る
に
よ
り
て
国
守
の
御
も
と
よ
り
殊
懇
に
い
た
は
り
給
ひ
て
御
ふ
ね
な
と
給
り
て
暮

か
ゝ
る
ほ
と
よ
り

〈
益
田
家
本
〉
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此
国
の
守
の
御
も
と
へ
さ
し
て
い
ふ
へ
き
こ
と
あ
り
て
け
ふ
ハ
と
ゝ
ま
り
ぬ
国
守
の
御
も
と
よ
り
こ
と
に
ね
む
こ
ろ
に
い
た
は
り
給
ひ

御
ふ
ね
な
と
給
り
て
暮
か
ゝ
る
ほ
と
よ
り

鴻
池
家
本
で
は
「
侍
る
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
、
益
田
家
本
で
は
「
あ
り
」
と
な
っ
て
い
る
。「
此
国
の
守
」
は
尾
張
藩
主
徳

川
義
直
（
一
六
〇
一
〜
一
六
五
〇
）
で
あ
る（
11
（

。
直
後
の
「
国
守
の
御
も
と
よ
り
殊
に
懇
に
い
た
は
り
給
ひ
て
御
ふ
ね
な
と
給
り
て
」
と
い
う

記
述
か
ら
、遠
州
は
義
直
に
対
し
て
特
に
敬
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
遠
州
が
益
田
家
本
の
本
文
を
書
写
す
る
際
に
、

義
直
に
対
し
て
用
い
た
敬
語
の
う
ち
「
侍
る
」
の
一
語
の
み
を
「
あ
り
」
に
修
正
す
る
可
能
性
は
低
い
と
推
考
さ
れ
る
。

　

最
後
に
⑶
和
歌
の
異
同
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
こ
こ
で
は
二
首
の
和
歌
を
取
り
上
げ
る
。
一
首
目
は
、
二
日
条
の
関
の
地
蔵
に
お
い
て
詠

ま
れ
た
和
歌
で
あ
る
。
以
下
に
引
用
す
る
。

〈
鴻
〉
あ
つ
さ
弓
は
る
〳
〵
き
ぬ
る
旅
人
を
爰
に
て
せ
き
の
地
蔵
か
ほ
す
る

〈
益
〉
あ
つ
さ
弓
は
る
〳
〵
の
ほ
る
旅
人
を
こ
ゝ
に
て
せ
き
の
地
蔵
か
ほ
す
る

鴻
池
家
本
で
は
「
き
ぬ
る
」
と
あ
る
箇
所
が
、益
田
家
本
で
は
「
の
ほ
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
鴻
池
家
本
の
「
は
る
〳
〵
き
ぬ
る
旅
人
」
は
、『
伊

勢
物
語
』
第
九
段
「
東
下
り
」
の
八
橋
の
場
面
で
詠
ま
れ
た
和
歌
「
か
ら
衣
き
つ
ゝ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
〴
〵
き
ぬ
る
旅
を
し
ぞ

思
ふ
」
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
と
推
考
す
る
。『
辛
酉
紀
行
』
に
『
伊
勢
物
語
』
な
ど
の
王
朝
文
学
を
意
識
し
た
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る

こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
和
歌
に
つ
い
て
も
、廿
四
日
条
の
「
思
ふ
か
ひ
な
き
世
也
け
り
あ
し
か
ら
の
山
の
紅
葉
も
君
し
な
け
れ
は
」
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や
、
廿
五
日
条
の
「
む
さ
し
あ
ふ
ミ
こ
に
た
に
か
け
て
大
風
に
の
ら
ぬ
も
つ
ら
し
の
る
も
う
き
嶋
」
な
ど
『
伊
勢
物
語
』
を
意
識
し
た
も
の

が
確
認
で
き
る
。
以
上
よ
り
『
伊
勢
物
語
』「
か
ら
衣
」
の
和
歌
の
表
現
を
踏
ま
え
た
鴻
池
家
本
の
「
は
る
〳
〵
き
ぬ
る
」
を
、
益
田
家
本

に
お
い
て
「
は
る
〳
〵
の
ほ
る
」
に
修
正
し
た
と
す
る
に
は
不
自
然
で
あ
る
と
推
考
す
る
。

　

続
い
て
二
首
目
は
、
三
日
条
の
鏡
山
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
和
歌
で
あ
る
。
以
下
に
引
用
す
る
。

〈
鴻
〉
旅
衣
や
ふ
る
ゝ
影
を
見
え
し
と
て
か
さ
き
て
腰
を
か
ゝ
み
山
か
な

〈
益
）
旅
衣
や
ふ
る
ゝ
か
け
を
見
え
し
と
て
か
さ
き
て
こ
ゝ
を
か
ゝ
み
山
哉

鴻
池
家
本
に
お
け
る
「
旅
衣
」
の
和
歌
で
は
「（
腰
を
）
屈
み
」
と
「
鏡
」
山
で
、「
か
ゝ
み
」
と
い
う
語
が
掛
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
益
田
家
本
で
は
鴻
池
家
本
に
お
い
て
「
腰
」
と
あ
る
箇
所
が
「
こ
ゝ
」
と
な
っ
て
い
る
た
め
、「
か
ゝ
み
」
に
「（
腰
を
）
屈
み
」
の

意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
な
い
。
歌
の
内
容
か
ら
も
益
田
家
本
の
「
こ
ゝ
」
で
は
意
味
が
通
ら
な
い
。
つ
ま
り
益
田
家
本
の
「
こ
ゝ
」
と
い
う

記
述
は
誤
写
で
あ
る
と
推
考
さ
れ
る
。
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
益
田
家
本
が
遠
州
自
身
の
手
に
よ
る
改
稿
（
完
成
）
本
で
あ
る
な

ら
ば
、
遠
州
が
詠
ん
だ
和
歌
中
の
語
に
誤
写
が
生
じ
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
。

　

以
上
確
認
し
た
三
点
の
本
文
異
同
か
ら
、
鴻
池
家
本
が
初
稿
本
で
あ
り
、
益
田
家
本
が
そ
の
改
稿
（
完
成
）
本
で
あ
る
可
能
性
は
低
い
こ

と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
確
認
し
た
本
文
異
同
か
ら
は
、
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
が
遠
州
自
身
の
手
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
と
す
る

に
は
不
自
然
な
異
同
が
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
そ
も
そ
も
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
に
は
遠
州
に
よ
る
署
名
お
よ
び
書
写
奥
書
は
存

在
し
な
い
。
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
間
に
確
認
で
き
る
本
文
異
同
の
内
容
を
踏
ま
え
る
と
、
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
が
遠
州
に
よ
る
自
筆
本
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（（

で
は
な
い
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
に
確
認
で
き
る
の
本
文
異
同
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
み
で
は
、
二
本
の
成
立
関
係
を
指
摘
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
推
考
す
る
。
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
に
は
ど
ち
ら
も
書
写
奥
書
な
ど
は
な
く
、
二
本
間
に
確
認
で
き
る
本
文
異
同
が

書
写
者
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
誤
写
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
を
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら

で
あ
る
。
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
の
成
立
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
他
の
現
存
す
る
『
辛
酉
紀
行
』
伝
本
を
含
め
た
本
文
異
同
を

確
認
し
た
上
で
考
察
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

　

小
稿
で
は
遠
州
自
筆
本
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
鴻
池
家
本
と
益
田
家
本
を
取
り
上
げ
、
二
本
間
に
確
認
で
き
る
本
文
異
同
か
ら
、
鴻
池
家

本
・
益
田
家
本
の
成
立
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
先
行
研
究
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
本
文
異
同
の
み
で
は
、
二
本
の
成
立

関
係
を
指
摘
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
先
行
研
究
で
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
本
文
異
同
の
内
容
か
ら
、
鴻
池
家

本
が
初
稿
本
で
あ
り
益
田
家
本
が
そ
の
改
稿
本
で
あ
る
可
能
性
は
低
く
、
ま
た
遠
州
自
ら
が
書
写
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
可
能
性
も
低
い
こ

と
を
指
摘
し
た
。

　

し
か
し
遠
州
自
筆
の
『
辛
酉
紀
行
』
の
存
在
は
、
遠
州
の
嫡
子
で
あ
る
小
堀
正
之
の
代
に
は
す
で
に
語
ら
れ
て
お
り
、
益
田
家
本
に
遠
州

の
三
男
小
堀
権
十
郎
篷
雪
お
よ
び
小
堀
正
優
（
八
世
宗
中
）
に
よ
る
「
遠
州
自
筆
」
の
箱
書
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
茶
道
流
派
・
遠

州
流
に
お
い
て
定
家
様
で
書
写
さ
れ
た
『
辛
酉
紀
行
』
伝
本
を
流
祖
の
自
筆
と
認
定
す
る
こ
と
が
流
派
形
成
に
お
け
る
施
策
で
あ
っ
た
と
推
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考
さ
れ
、
遠
州
流
史
を
考
察
す
る
上
で
は
興
味
深
く
も
あ
る
。
鴻
池
家
本
・
益
田
家
本
の
原
本
調
査
を
踏
ま
え
た
考
察
を
行
う
た
め
に
も
、

今
後
二
本
の
原
本
の
所
在
が
明
ら
か
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

注
（
1
）　

大
槻
如
電
校
『
校
刻
藩
翰
譜
』
巻
三
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
六

（
2
）　
『
万
宝
全
書
』
第
五
巻
「
本
朝
古
今
名
公
古
筆
諸
流　

定
家
流
」、
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
初
版

（
（
）　

大
進
匡
聘
『
冷
泉
正
統
記
』（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）

（
4
）　

横
井
時
冬
『
小
堀
遠
州
／
本
阿
弥
光
悦
』、
裳
華
書
房
、
一
八
九
六

　
　
　
　

遠
州
が
定
家
様
の
神
髄
を
よ
く
得
ら
れ
し
こ
と
は
前
に
く
は
し
く
述
べ
置
き
し
が
今
ま
た
左
に
一
の
佳
話
を
か
ゝ
げ
て
ま
す
〳
〵
其
事
實
な
る
こ
と
を

確
め
ぬ
。

　
　
　
　
　
『
校
合
雑
記
』

　
　
　
　

小
堀
遠
州
政
一
號
宗
甫
は
茶
之
湯
の
達
人
な
り
ま
た
手
跡
は
定
家
卿
の
筆
の
あ
と
を
慕
ひ
習
學
て
定
家
卿
の
墨
跡
に
見
ま
か
ひ
た
る
と
な
り
あ
る
時
加

賀
大
納
言
定
家
卿
の
筆
を
一
幅
買
求
め
ら
れ
遠
州
を
ま
ね
き
て
こ
れ
こ
そ
と
て
そ
の
掛
物
を
馳
走
せ
ら
れ
し
に
遠
州
み
ら
れ
け
れ
ど
も
か
つ
て
賞
美
せ

ら
れ
ず
座
付
何
と
な
く
物
さ
び
し
け
れ
ば
取
持
に
参
り
た
る
坊
主
な
ど
遠
州
に
さ
ゝ
や
き
け
る
に
あ
の
掛
物
求
め
御
覧
に
入
た
き
と
て
わ
ざ
と
今
日
貴

公
を
請
し
申
さ
れ
た
り
定
家
卿
の
筆
な
れ
ば
一
し
ほ
御
譽
被
レ
成
候
べ
き
事
や
と
い
へ
り
遠
州
う
ち
わ
ら
ひ
あ
の
掛
物
正
し
く
我
書
に
て
候
右
證
據
も

分
明
な
り
依
て
最
前
よ
り
心
付
た
れ
ど
も
馳
走
に
我
手
跡
を
い
か
で
譽
申
さ
る
べ
き
や
と
い
は
る
ゝ
に
坊
主
共
そ
の
能
書
な
る
事
を
感
じ
て
返
答
に
及

ば
ず
興
を
さ
ま
し
け
る
と
な
り

（
5
）　
「
集
外
三
十
六
歌
仙
」『
続
々
群
書
類
従
第
十
四
』、
国
書
完
成
会
、
一
九
〇
七

（
6
）　

高
橋
箒
庵
編
『
大
正
名
器
鑑
』
全
九
編
、
一
九
二
一
〜
一
九
二
六

（
（
）　

深
谷
信
子
「
茶
道
史
上
の
遠
州

―
遠
州
茶
会
の
変
遷
と
そ
の
特
徴
」『
小
堀
遠
州
の
茶
会
』、
柏
書
房
、
二
〇
〇
九

（
（
）　

小
堀
宗
慶
『
遠
州
流　

茶
道
宝
典
』
新
訂
版
上
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
三

（
（
）　
「
遠
江
守
政
一
紀
行
」『
群
書
解
題　

十
一
』、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
〇

（
10
）　

小
堀
宗
慶
『
小
堀
遠
州
東
海
道
旅
日
記
上
り
下
り
』、
小
堀
遠
州
顕
彰
会
、
一
九
九
二
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（
11
）　
『
遠
州
の
数
寄
』、
根
津
美
術
館
、
一
九
七
八

（
12
）　

井
上
宗
雄
「
小
堀
遠
州
の
文
学
」『
淡
交
』
三
二
、
淡
交
社
、
一
九
七
八

（
1（
）　

小
堀
宗
通
『
小
堀
遠
州
東
海
道
紀
行
』、
村
松
書
館
、
一
九
八
五

（
14
）　

森
蘊
『
小
堀
遠
州
』、
創
元
社
、
一
九
七
四

（
15
）　

遠
州
作
、
寛
永
十
九
年
（
一
六
二
四
）
の
下
り
の
紀
行

（
16
）　

小
堀
宗
実
「
小
堀
遠
州
と
定
家
様
の
書
」『
定
家
の
も
た
ら
し
た
も
の
』、
翰
林
書
房
、
二
〇
一
八

　
　
　
　

遠
州
流
の
小
堀
家
の
字
と
い
う
の
は
定
家
様
と
い
っ
て
、
こ
の
藤
原
定
家
卿
に
つ
な
が
る
定
家
様
を
流
祖
、
遠
州
公
が
非
常
に
そ
の
当
時
江
戸
初
期
の

能
書
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
二
世
三
世
四
世
と
ず
っ
と
連
綿
と
そ
の
字
を
受
け
継
い
で
い
る
と
。（
中
略
）
遠
州
流
だ
け
が
同
じ
、
先
祖
か
ら
の
ず
っ
と

同
じ
字
を
連
綿
と
継
承
し
て
行
く
と
、
あ
る
意
味
で
は
、
茶
道
の
お
点
前
、
そ
う
い
っ
た
も
の
と
同
じ
よ
う
な
意
味
合
い
、
同
じ
よ
う
な
重
要
さ
と
し

て
、
和
歌
と
文
字
が
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

（
1（
）　
『
茶
道
全
集　

巻
十
一　

茶
人
編
三
』、
創
元
社
、
一
九
三
七

（
1（
）　

横
井
時
冬
『
小
堀
遠
州
・
本
阿
弥
光
悦
』、
裳
華
書
房
、
一
八
九
六

（
1（
）　

注（
12
）に
同
じ

（
20
）　
『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
七
一
「
特
集
＝
続
・
人
は
な
ぜ
旅
に
出
る
の
か

―
近
世
文
学
に
見
る
「
文
人
の
旅
」、
至
文
堂
、
二
〇
〇
六

（
21
）　

注（
20
）に
同
じ

（
22
）　

吉
田
藩
初
代
藩
主
松
平
忠
利
（
一
五
八
二
〜
一
六
三
二
）（
慶
長
十
七
年
十
一
月
十
二
日
着
任
『
徳
川
実
紀
』）

（
2（
）　

遠
州
と
徳
川
義
直
の
関
係
に
つ
い
て
は
佐
藤
豊
三
「
徳
川
義
直
と
寛
永
の
文
化
人
」（『
金
鯱
叢
書
』
二
七
、
徳
川
黎
明
會
、
二
〇
〇
〇
）
に
詳
し
い


